
（令和５年６月22日現在）

《事務処理フロー図》 《事務処理フロー図の説明》
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作成部署：教育庁総務部総務課文書担当　　電話：03-5320-6720　

※ 関係機関への協議期間を含みます。

■ 一度に大量の請求があった場合等、30日以内に決定できない場合は、決定期間が延長されます。

■ 請求書の記載内容に不備がある場合は、補正を依頼することが

あります。

■ 補正に要した期間は、当該請求に対する決定期間には算入され


